
　それぞれの委員について公募を行います。農業者や自治会からの推薦と、自薦の2つの方法があります。
　農業委員は、議会の同意を得て町長が任命します。農地利用最適化推進委員は現在の農業委員会で決定
し、新しい農業委員会が委嘱します。
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広報はが2月号では、農業委員と農地利用最適化推進委員の募集方法をお知らせします。

農業委員

　12月議会定例会において、農業委員と農地利用最適化推進委員の定数条例および非常勤の特別職の報
酬条例が議決されました。
　委員会の新制度は、7月20日から開始となります。新制度の内容や委員等の募集についての詳細は、町
農業委員会事務局にお問い合わせください。
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役　　割／農地の貸借・売買の許可
　　　　　の決定および農地転用許
　　　　　可への意見の検討
報酬月額／会　　　長　40,000円
　　　　　職務代理者　35,000円
　　　　　委　　　員　32,000円　　

11人
農地利用最適化
推進委員

　役　　割／担当地区での担い手への農地
　　　　　　利用の集積、耕作放棄地の発
             　　生防止・解消等
　報酬月額／32,000円

14人

与　能
1人

下延生
1人

祖母井
1人

上延生
1人

稲毛田
1人

上稲毛田・給部
1人

下高根沢
2人

八ツ木
1人

芳志戸
1人

東水沼
1人

西高橋・打越新田
1人

東高橋
1人

西水沼・北長島
1人

1 役割と報酬

2 農地利用最適化推進委員の担当地区と定数 ※（　）内は農地面積（単位：ha）

（244） （265） （145） （244） （236）

（589） （397） （134） （149）

（393） （220） （435） （373）

委員会の新制度
について

農業委員会が変わります②

問町農業委員会（農政課内）☎028（677）6047

受診期間は1月末
までです。
お急ぎください！


